
大阪府教育基本条例案に反対します

私たちは、「大阪維新の会」が大阪府議会に提案している教育基本条例案について、大阪にとどまらず日

本社会全体にとって見過ごせない問題であると考え、このアピールを発表することにしました。

私たちは何より条例案が、学校教育を知事及び議会の直接的な支配下に置こうとすることに強い危惧を覚

えます。条例案によれば知事は、「学校における教育環境を整備する一般的権限」をもち、府立学校に至っ

ては「教育目標」を設定する権限まで委ねられています。さらに、知事の目標に服さない教育委員の罷免、

教職員への厳しい処罰などの教育への権力統制の体系が盛り込まれています。

人間を育てる教育には、教える者と教えられる者との、自由な人間どうしの魂の交流が不可欠です。また、

子ども一人ひとりの現実に即した、教員や保護者、子どもを支える多くの人々の知恵と判断が尊重されなけ

ればなりません。知事や議会が教育上何が正しいかを決定し、それに異議をとなえる者を排除していくこと

は、教育の力を萎えさせ、子どもたちから伸びやかな成長を奪うものです。

しかも、学校教育を知事や議会の直接的な支配下におくことは、憲法と法令に抵触します。教育基本法第

十六条は「教育は不当な支配に服することなく」としていますが、この文言は、時の権力が軍国主義教育を

すすめた過去への深い反省のうえに定められた、日本の教育の大原則です。その結果、地方の教育行政は首

長が指揮監督する一般行政から分離され、教育委員会がつくられました。

教育委員会の実態やその行政に不十分さがあることは私たちも知っています。しかしその解決は、教育委

員会の民主的な改革に求められるものであり、知事らによる直接的な支配となれば不十分さはますばかりで

す。

私たちはさらに、「維新の会」の政治的な手法に危うさを感じています。いったん選挙に勝ったことによ

って、あたかもすべてを選挙民から白紙委託されたように振る舞うことは、ファシズムの独裁政治を想起せ

ざるをえません。

多くの方々が力をあわせ、大阪府教育基本条例案やそれに類する計画をとめ、子どもの伸びやかな成長のた

めに考えあい話しあい、できることから行動していくことを訴えます。
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